
令和８年３月１９日成田市条例第１２号 

 

成田市余熱利用施設の設置及び管理に関する条例 

 

（設置） 

第１条 本市は，成田富里いずみ清掃工場から発生する熱エネルギーを有効

に利用し，市民のスポーツ活動等を通じた健康増進及び地域社会における

福祉の増進を図るため，成田市余熱利用施設（以下「余熱利用施設」とい

う。）を成田市小泉１６１番地に設置する。 

（施設の構成） 

第２条 余熱利用施設の施設の構成は，温水プール，温浴施設，トレーニン

グ室，多目的室，遊具広場，多目的広場，談話室及び休憩広間その他の便

益施設とする。 

（事業） 

第３条 余熱利用施設は，次に掲げる事業を行う。 

(1) 市民のスポーツ活動及び温浴施設の利用を通じた健康増進並びに市民

の地域活動の支援及び地域コミュニティの醸成のための施設の提供に関

すること。 

(2) 市民の健康増進のための事業の実施に関すること。 

(3) 前各号に掲げるもののほか，余熱利用施設の設置の目的を達成するた

めに必要な事業 

（指定管理者による管理） 

第４条 余熱利用施設の管理は，指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律

第６７号。以下「法」という。）第２４４条の２第３項に規定する指定管

理者をいう。以下同じ。）に行わせる。 

（管理業務） 

第５条 指定管理者は，次に掲げる業務を行う。 

(1) 余熱利用施設の使用の許可，使用の許可の取消し及び使用の停止に関

する業務 

(2) 余熱利用施設の利用料金（法第２４４条の２第８項に規定する利用料

金をいう。以下同じ。）の決定，収受，減免及び返還に関する業務 

(3) 第３条各号に掲げる事業に関する業務 

(4) 余熱利用施設の維持管理に関する業務 

(5) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める業務 

（開館時間） 

第６条 余熱利用施設の開館時間は，午前９時から午後９時までとする。 

２ 市長は，必要があると認めるときは，開館時間を変更することができる。 



３ 指定管理者は，必要があると認めるときは，市長の承認を得て，開館時

間を変更することができる。 

（休館日） 

第７条 余熱利用施設の休館日は，次のとおりとする。 

(1) １月１日から１月３日まで及び１２月２９日から１２月３１日まで 

(2) 木曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日（以下「休日」という。）に当たるときは，その日

後においてその日に最も近い休日以外の日） 

２ 市長は，必要があると認めるときは，休館日を変更し，又は臨時に休館

日を定めることができる。 

３ 指定管理者は，必要があると認めるときは，市長の承認を得て，休館日

を変更し，又は臨時に休館日を定めることができる。 

（使用の許可） 

第８条 余熱利用施設を使用しようとする者は，あらかじめ指定管理者の許

可を受けなければならない。 

２ 指定管理者は，前項の許可をする場合は，条件を付することができる。 

（使用の許可の制限） 

第９条 指定管理者は，次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，前

条第１項の許可をしないものとする。 

(1) 公の秩序を害し，又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

(2) 前号に掲げるもののほか，余熱利用施設の管理運営上支障が生じるお

それがあるとき。 

（目的外使用及び権利の譲渡等の禁止） 

第１０条 第８条第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は，

余熱利用施設を当該許可の目的外に使用し，又はその使用する権利を譲渡

し，若しくは転貸することができない。 

（使用の許可の取消し等） 

第１１条 指定管理者は，次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，

余熱利用施設の使用の許可を取り消し，又はその使用を停止することがで

きる。 

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(2) 使用者が第８条第２項の規定により付された許可の条件に違反したと

き。 

(3) 使用者が虚偽の申請その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。 

(4) 第９条各号のいずれかに該当するとき。 

（利用料金） 

第１２条 使用者は，指定管理者に対し，その使用に係る利用料金を支払わ



なければならない。 

２ 余熱利用施設の利用料金は，別表に定める額の範囲内において，指定管

理者が市長の承認を得て定めるものとする。 

３ 利用料金は，前納とする。ただし，指定管理者は，必要があると認める

ときは，後納とすることができる。 

 （利用料金の減免） 

第１３条 指定管理者は，規則で定めるとき又は公益上必要があると認める

ときは，利用料金の全部又は一部を免除することができる。 

 （利用料金の返還） 

第１４条 既納の利用料金は，返還しない。ただし，指定管理者は，規則で

定めるとき又は必要があると認めるときは，利用料金の全部又は一部を返

還することができる。 

 （入館の制限等） 

第１５条 指定管理者は，次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，

余熱利用施設への入館を制限し，又は退館させることができる。 

(1) 公の秩序を害し，又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

(2) 余熱利用施設の施設，附属設備，備品等（以下「施設等」という。）

を損傷するおそれがあるとき。 

(3) 前各号に掲げるもののほか，余熱利用施設の管理運営上支障が生じる

おそれがあるとき。 

 （原状回復の義務） 

第１６条 使用者は，余熱利用施設の使用を終了したとき（第１１条の規定

により使用の許可の取消し又は停止があったときを含む。）は，直ちに原

状に復さなければならない。 

２ 前項の規定による原状回復に要する経費は，使用者の負担とする。 

 （損害賠償） 

第１７条 故意又は過失により施設等を損傷し，又は滅失した者は，これに

よって生じた損害を賠償しなければならない。ただし，市長は，特別の事

情があると認めるときは，賠償額の全部又は一部を免除することができる。 

 （委任） 

第１８条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和１１年１０月１日から施行する。ただし，次項の規定

は，公布の日から施行する。 

 （準備行為） 



２ 市長は，この条例の施行の日前においても，余熱利用施設の使用の許可

その他の手続に関し必要な準備行為をすることができる。 

 

  



別表 

１ 温水プール利用料金 

使用区分 単位 金額 

一般 ２時間以内 ６００円 

６５歳以上 ４００円 

小中学生（義務教育学校の児童

生徒を含む。以下同じ。） 

３００円 

未就学児 無料 

備考 

１ この表において「２時間以内」とは，同一の日における開館時間内

での連続した２時間以内の使用をいう。 

２ 次に掲げる場合にあっては，それぞれに定める額（その額に１０円

未満の端数があるときは，これを四捨五入した額）の範囲内において，

市長の承認を得て指定管理者が定める額を利用料金の額に加算する。 

(1) 本市に住所を有し，又は勤務し，若しくは通学する者以外の者が

使用する場合 利用料金の額に１００分の４０を乗じて得た額 

(2) 使用の許可を受けた時間を超過して使用する場合 超過して使用

する時間２時間までごとに使用区分の欄の区分に応じ，それぞれ金

額の欄に定める額（本市に住所を有し，又は勤務し，若しくは通学

する者以外の者が使用する場合にあっては，当該額に１００分の 

４０を乗じて得た額を加算した額）の２時間に相当する額 

２ 温浴施設利用料金    

 使用区分 単位 金額  

 一般 ３時間以内 ７２０円  

 ６５歳以上 ４８０円  

 小中学生 ３６０円  

 未就学児 無料  

備考 

１ この表において「３時間以内」とは，同一の日における開館時間内

での連続した３時間以内の使用をいう。 

２ 次に掲げる場合にあっては，それぞれに定める額（その額に１０円

未満の端数があるときは，これを四捨五入した額）の範囲内において，

市長の承認を得て指定管理者が定める額を利用料金の額に加算する。 

(1) 本市に住所を有し，又は勤務し，若しくは通学する者以外の者が

使用する場合 利用料金の額に１００分の４０を乗じて得た額 

(2) 使用の許可を受けた時間を超過して使用する場合 超過して使用



する時間３時間までごとに使用区分の欄の区分に応じ，それぞれ金

額の欄に定める額（本市に住所を有し，又は勤務し，若しくは通学

する者以外の者が使用する場合にあっては，当該額に１００分の 

４０を乗じて得た額を加算した額）の３時間に相当する額 

３ トレーニング室利用料金    

 使用区分 単位 金額  

 一般 ２時間以内 ６００円  

 ６５歳以上 ４００円  

備考 

１ この表において「一般」とは，１５歳に達する日後の最初の４月１

日から６５歳に達する日までの間にある者をいう。 

２ この表において「２時間以内」とは，同一の日における開館時間内

での連続した２時間以内の使用をいう。 

３ 次に掲げる場合にあっては，それぞれに定める額（その額に１０円

未満の端数があるときは，これを四捨五入した額）の範囲内において，

市長の承認を得て指定管理者が定める額を利用料金の額に加算する。 

(1) 本市に住所を有し，又は勤務し，若しくは通学する者以外の者が

使用する場合 利用料金の額に１００分の４０を乗じて得た額 

(2) 使用の許可を受けた時間を超過して使用する場合 超過して使用

する時間２時間までごとに使用区分の欄の区分に応じ，それぞれ金

額の欄に定める額（本市に住所を有し，又は勤務し，若しくは通学

する者以外の者が使用する場合にあっては，当該額に１００分の 

４０を乗じて得た額を加算した額）の２時間に相当する額 

４ 多目的室利用料金    

 使用区分 単位 金額  

 専用使用（１室につき） １時間 ４２０円  

備考 

１ この表において「１時間」とは，同一の日における開館時間内での

連続した１時間の使用をいう。 

２ 次に掲げる場合にあっては，それぞれに定める額（その額に１０円

未満の端数があるときは，これを四捨五入した額）の範囲内において，

市長の承認を得て指定管理者が定める額を利用料金の額に加算する。 

(1) 本市に住所を有し，又は勤務し，若しくは通学する者以外の者が

使用する場合 利用料金の額に１００分の４０を乗じて得た額 

(2) 使用の許可を受けた時間を超過して使用する場合 超過して使用

する時間１時間までごとに使用区分の欄の区分に応じ，それぞれ金



額の欄に定める額（本市に住所を有し，又は勤務し，若しくは通学

する者以外の者が使用する場合にあっては，当該額に１００分の 

４０を乗じて得た額を加算した額）の１時間に相当する額 

３ 利用料金及びこれに加算する額には，冷暖房設備の利用料金が含ま

れるものとする。 

５ 遊具広場利用料金    

 使用区分 単位 金額  

 小学生以下 １人１回 ５０円  

 保護者 １００円  

備考 

１ この表において「１回」とは，同一の日における開館時間内での連

続した使用をいう。 

２ 次に掲げる場合にあっては，それぞれに定める額（その額に１０円

未満の端数があるときは，これを四捨五入した額）の範囲内において，

市長の承認を得て指定管理者が定める額を利用料金の額に加算する。 

(1) 本市に住所を有し，又は勤務し，若しくは通学する者以外の者が

使用する場合 利用料金の額に１００分の１００を乗じて得た額 

(2) 使用する日が土曜日，日曜日又は休日に当たる場合 利用料金の

額（本市に住所を有し，又は勤務し，若しくは通学する者以外の者

が使用する場合にあっては，当該額に１００分の１００を乗じて得

た額を加算した額）に１００分の１００を乗じて得た額 

６ 多目的広場利用料金    

 使用区分 単位 金額  

 専用使用 １時間 無料  

備考 この表において「１時間」とは，同一の日における開館時間内での

連続した１時間の使用をいう。 

 

 

 


